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市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
市

政
を
考
え
る
上
で
の
参
考
に
し
て

い
た
だ
く
た
め
、
年
２
回
、
市
の

財
政
状
況
を
公
表
し
て
い
ま
す
。

今
回
は
、　

年
度
（　

年
４
月
１

２３

２３

日
～　

年
３
月　

日
）
の
予
算
、

２４

３１

市
債
の
現
在
高
、
基
金
、
財
産
の

状
況
な
ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

　

詳
し
く
は
財
政
課
緯
４
７
０
・

７
７
０
６
へ
。

市

債

の

状

況 

（　

年
３
月
末
現
在
）

２４

　

道
路
、
公
園
の
整
備
や
公
共
施

設
の
建
設
な
ど
、
将
来
そ
の
施
設

を
利
用
す
る
世
代
に
も
負
担
を
し

て
も
ら
う
こ
と
が
適
当
な
事
業
の

場
合
、
市
で
は
事
業
費
の
一
定
割

合
を
「
市
債
」
と
し
て
国
な
ど
か

ら
借
り
入
れ
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

◆
市
債
残
高
＝
４
０
５
億
８
８

３
７
万
４
千
円

　
（
内
訳
）一
般
会
計
＝
２
５
４
億

３
５
４
２
万
６
千
円
▽
国
民
健
康

保
険
特
別
会
計
＝
１
億
円
▽
下
水

道
事
業
特
別
会
計
＝
１
５
０
億
５

２
９
４
万
９
千
円

市
民
負
担
の
概
況

　

市
の
財
源
は
、
皆
さ
ん
が
納
め

て
い
る
市
税
の
ほ
か
、
国
や
都
か

ら
の
支
出
金
な
ど
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

◆
市
民
一
人
当
た
り
の
市
税
負

担
額
＝　

万
６
千
円

１４

　

◆
一
世
帯
当
た
り
の
市
税
負
担

額
＝　

万
円

３３
基

金

の

状

況 

（ 　

年
３
月
末
現
在
）

２４

　

基
金
は
、
家
計
で
言
え
ば
「
貯

金
」
に
当
た
る
も
の
で
す
。
多
額

の
資
金
が
必
要
と
な
る
事
業
に
備

え
、
財
政
事
情
を
考
慮
し
な
が
ら

目
的
ご
と
に
積
み
立
て
て
い
ま
す
。

　

◆
基
金
現
在
高
＝　

億
６
７
１

３４

５
万
４
千
円

　
（
内
訳
）財
政
調
整
基
金
＝　

億
１２

６
８
２
２
万
５
千
円
▽
そ
の
他
の

基
金
＝　

億
９
８
９
２
万
８
千
円

２１

公
有
財
産
の
状
況 

（　

年
３
月
末
現
在
）

２４

　

公
有
財
産
と
は
、
市
が
所
有
す

る
不
動
産
や
動
産
な
ど
を
言
い
ま

す
。
そ
の
う
ち
の
土
地
、
建
物
な

ど
の
財
産
は
次
の
通
り
で
す
。

　

◆
土
地
＝　

万
９
０
２
６
・　

５６

１２

平
方
㍍

　

◆
建
物
＝　

万
１
９
２
１
・　

２０

８８

平
方
㍍

　

◆
工
作
物
＝
１
４
１
カ
所

　

※
金
額
は
千
円
未
満
を
四
捨
五

入
し
て
い
る
た
め
、
内
訳
と
合
計

が
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

既
存
家
屋
に
対
し
て
次
の
①
～

③
の
住
宅
改
修
工
事
を
行
い
、
一

定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、
家
屋

の
固
定
資
産
税
を
軽
減
す
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。
適
用

を
受
け
る
た
め
に
は
、

改
修
工
事
完
了
後
、

必
要
書
類
を
そ
ろ
え

て
３
カ
月
以
内
に
申

告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

各
軽
減
の
種
類
・
要
件
は
次
の

通
り
で
す
。

①
耐
震
改
修
住
宅
軽
減

　

昭
和　

年
１
月
１
日
以
前
か
ら

５７

存
在
し
、
現
行
の
耐
震
基
準
に
適

合
し
た
改
修
工
事（　

万
円
以
上
）

３０

を
行
っ
て
い
る
こ
と

②
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修 

住

宅

軽

減

　

平
成　

年
１
月
１
日
以
前
か
ら

１９

存
在
し
、　

歳
以
上
の
方
、
要
介

６５

護
・
要
支
援
の
認
定
を
受
け
て
い

る
方
お
よ
び
障
害
を
お
持
ち
の
方

が
居
住
す
る
住
宅
に
バ
リ
ア
フ
リ

ー
改
修
工
事
（
自
己
負
担
が　

万
３０

円
以
上
）
を
行
っ
て
い
る
こ
と

③
省
エ
ネ
改
修
住
宅
軽
減

　

平
成　

年
１
月
１
日
以
前
か
ら

２０

存
在
し
、
窓
の
改
修
工
事
を
含
む

現
行
の
省
エ
ネ
基
準
に
適
合
し
た

改
修
工
事
（　

万
円
以
上
）
を
行

３０

っ
て
い
る
こ
と

　

※
②
と
③
の
み
重
複
し
て
軽
減

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま

た
、
各
軽
減
の
種
類
に
よ
っ
て
、

軽
減
率
や
軽
減
期
間
お
よ
び
対
象

面
積
が
異
な
り
ま
す
。

　
【
ご
注
意
】
こ
の
軽
減
制
度
は

「
家
屋
」
の
固
定
資
産
税
の
み
が

対
象
で
す
。
土
地
・
償
却
資
産
の

固
定
資
産
税
、
土
地
・
家
屋
の
都

市
計
画
税
は
軽
減
さ
れ
ま
せ
ん

　

詳
し
く
は
課
税
課
家
屋
資
産
税

係
緯
４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線

２
３
４
２
～
２
３
４
４
）
へ
。

　

１
月
の
東
京
都
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
議
会
で
、　

・　

年

２４

２５

度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

保
険
料
率
お
よ
び
軽
減
措
置
が
決

定
し
ま
し
た
。
保
険
料
率
は
、
２

年
間
の
財
政
運
営
期
間
に
お
け
る

医
療
給
付
費
な
ど
に
応
じ
て
定
め

ら
れ
、
２
年
ご
と
に
見
直
さ
れ
ま

す
。
こ
の
た
め
、
前
年
と
同
じ
所

得
で
あ
っ
て
も
保
険
料
の
額
は
変

更
し
ま
す
。
ま
た
、
都
内
で
は
町

村
の
一
部
を
除
き
、
保
険
料
率
は

均
一
で
す
。

　

今
回
の
保
険
料
率
の
改
定
で
は
、

医
療
費
の
増
加
な
ど
に
伴
い
大
幅

な
上
昇
が
見
込
ま
れ
、
保
険
料
の

増
加
抑
制
対
策
を
講
じ
て
も
、
一

定
の
ご
負
担
を
お
願
い
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
り
ま
し
た
。
な
お
、
引

き
続
き
所
得
に
応
じ
た
保
険
料
の

軽
減
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、

東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
の
構
成
団
体
で
あ
る
都
内
の
市

区
町
村
で
は
、
保
険
料
抑
制
対
策

と
し
て
一
般
財
源
を
投
入
し
て
い

ま
す
。
当
市
で
は
今
年
度
約
８
９

０
０
万
円
を
負
担
す
る
予
定
で
す
。

財
政
運
営
の
し
く
み

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、

制
度
に
加
入
し
て
い
る
方
の
医
療

費
を
「
誰
が
」「
ど
れ
く
ら
い
の
割

合
で
負
担
す
る
の
か
」
が
左
上
図

１
の
通
り
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

保
険
料
の
決
め
方

　
　

・　

年
度
に
お
け
る
都
内
の

２４

２５

均
一
保
険
料
額
（
年
額
）
の
算
出

方
法
は
、
左
上
図
２
の
通
り
で
す
。

　

今
回
の
見
直
し
で
は
、
被
保
険

者
一
人
当
た
り
の
均
等
割
額
を
３

万
７
８
０
０
円
（　

年
度
）
か
ら

２３

４
万
１
０
０
円
に
、
所
得
割
率
を

７
・　

㌫
（　

年
度
）
か
ら
８
・

１８

２３

　

㌫
と
し
、
こ
の
所
得
割
率
を
抑

１９制
す
る
た
め
、
保
険
料
限
度
額
を

　

万
円
（　

年
度
）
か
ら　

万
円

５０

２３

５５

に
改
定
し
ま
し
た
。

保
険
料
の
納
付
書 

な

ど

の

送

付

　

４
月
の
年
金
か
ら　

年
度
の
保

２４

険
料
が
天
引
き
さ
れ
て
い
る
方
は
、 　

年
中
の
所
得
に
応
じ
た
仮
の
徴

２２収
で
す
。　

年
中
の
所
得
に
応
じ

２３

た
保
険
料
は
、
７
月
中
旬
に
決
定

通
知
書
兼
納
付
（
納
入
）
通
知
書

な
ど
を
送
付
し
て
お
知
ら
せ
し
ま

す
。保

険
料
の
軽
減

　

所
得
に
応
じ
て
、
左
記
①
～
③

の
保
険
料
の
軽
減
が
あ
り
ま
す

（
軽
減
に
は
、
確
定
申
告
な
ど
の

所
得
の
申
告
な
ど
が
必
要
で
す
）。

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
高
齢
者

医
療
係
緯
４
７
０
・
７
８
４
６
、ま

た
は
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
東
京
い

き
い
き
ネ
ッ
ト
」（http://w

w
w

        
 
 

.  

tokyo-ikiiki.ne

               t  /  
）
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

　

年
度
市
の
財
政
状
況
を

２３

公
表
し
ま
す

２４・２５年度の
保険料率が決定
しました
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後期高齢者医療保険料
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■一般会計
予算総額　　　　　３８７億５，１０１万７千円
　当初予算額は３９０億９００万円でしたが、５回の補正を行いまし
た。
（歳入）収入済額　３４４億４，１３９万５千円（収入率）８８．９％
（歳出）支出済額　３３４億８，２９４万１千円（執行率）８６．４％

■国民健康保険特別会計
予算総額　　　　　　　１２５億１，６１０万９千円
（歳入）収入済額 １１６億６８０万８千円　（収入率）９２．７％
（歳出）支出済額 １１１億２，７１９万２千円（執行率）８８．９％

■後期高齢者医療特別会計
予算総額　　　　　　　２０億３，３９２万１千円
（歳入）収入済額 １９億８，９６８万４千円（収入率）９７．８％
（歳出）支出済額 １７億３，８７１万９千円（執行率）８５．５％

■介護保険特別会計
予算総額　　　　　　　６０億８，４３７万３千円
（歳入）収入済額 ５３億２，４６６万円　　（収入率）８７．５％
（歳出）支出済額 ５４億８，４２３万４千円（執行率）９０．１％

■下水道事業特別会計
予算総額　　　　　　　３３億１，４２９万３千円
（歳入）収入済額 ２５億６，９７３万７千円（収入率）７７．５％
（歳出）支出済額 ２９億２，３５２万８千円（執行率）８８．２％

344億4,139万5千円344億4,139万5千円344億4,139万5千円

334億8,294万1千円

387億5,101万7千円
一般会計

52億
6,807万6千円

43億
962万2千円

　※使用している数値は、いずれも２４年３月末日現在
のものです。１年間の決算は、現金の未収・未払いの
整理を行うために設けられている「出納整理期間（４
月１日～５月３１日）」後に確定します。

公費（約５割）＜国：都：市区町村＝４：１：１＞
医療機関で
支払われた
自己負担分 後期高齢者支援金

（現役世代負担分）（約４割）

被 保 険 者 
負担保険料
（約１割）

図１　財政運営の仕組み

保険で賄う医療給付費

③会社の健康保険など（国保・国保組合は除く）の被扶養者だった方の保険料の軽減
　後期高齢者医療制度加入の前日まで会社の健康保険など（国保・国保組合は除く）の被扶養者
だった方は、所得割額が無料になり、均等割額が９割軽減された額のみとなります。

医療費

①均等割額の軽減
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と、世帯主の
「総所得金額などを合計した額」をもとに均等割額を軽減し
ています。

軽減後の金額軽減割合総所得金額の合計が下記に該当する世帯

４,０１０円９割３３万円以下で被保険者全員が年金収
入８０万円以下（その他の所得がない）

６,０１５円８．５割３３万円以下で９割軽減の基準に該当
しない

２万５０円５割
３３万円＋（２４．５万円×世帯主を除く
被保険者の数）以下
※単身者は該当しません。

３万２,０８０円２割３３万円＋（３５万円×被保険者の数）以下

※６５歳以上（１月１日現在）の方の公的年金所得は、その所得か
らさらに高齢者特別控除１５万円を差し引いた額で判定します。

②所得割額の軽減
被保険者本人の「賦課のもととな
る所得金額」をもとにした軽減が
あります。

※（カッコ）内は年金収入のみで、
他の所得が無い場合。
※契・形は、東京都後期高齢者医
療広域連合独自の軽減措置です。

軽減
割合

賦課のもととなる所得金額
（年金収入のみの場合）

全額契１５万円（１６８万円）以下

７５％形２０万円（１７３万円）以下

５０％径５８万円（２１１万円）以下

図２　２４・２５年度の都内の均一保険料額（年額。１００円未満は切り捨て）

（注１）賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得や山林所得金額、株式・長期（短期）譲
渡所得金額などの合計から基礎控除額３３万円を控除した額です（ただし、雑損失の繰越控除額は
控除しません）。

＝ ＋
所得割額
賦課のもととなる所得金額（注１）
× 東京都の所得割率　８．１９％

年間の保険料額
（限度額５５万円）

均等割額
被保険者1人当たり

４万１００円

市税の納付にご協力ください

　７月２日（月）は、市民税・都民税第１
期の納期限です。最寄りの金融機関・ゆう
ちょ銀行（郵便局）でお納めください。
　詳しくは納税課緯４７０・７７２９へ。


